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令和６年度大和町地域水田農業推進協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

大和町は宮城県のほぼ中心に位置し，町の中央を流下する吉田川流域の低湿地帯と，

その支流沿いに点在する耕地また奥羽山系に属する起伏に富む山間丘陵地帯からなる。

耕地面積は 2,721ha で，このうち水田面積は 2,445ha で全耕地面積の約 90％を占めてお

り，大和町西部地区では稲作を中心に畜産及び果樹などとの複合経営や菌茸類の栽培，

東部地区は集落営農組織を中心とした水稲をはじめ麦，大豆，そば等の集団転作が広く

実施されている。 

町内の水田は 20a 以上の基盤整備率が 76％であり，これら水田をフルに活用して土地

利用型農業の生産性向上等を一層進めていく必要がある。 

農家数は 1,100 経営体ほどであるが近年は高齢化，後継者不足が進んでおり，年々減

少していくものと見込まれる。今後は地域農業を担っていく経営体の育成や宮城県中間

管理機構を活用しながら，それら担い手への農地集積が急務である。 

主食用米の作付けに関しては，国による生産数量目標の配分の廃止に伴い，「生産の目

安」を提示することで，需要に応じた生産体制を確立し，継続することが必要となって

いる。 

麦や大豆，そばについては集積を進めるとともに単収向上や品質の向上に取り組んで

いるが，天候等により大きく影響を受けるため，排水対策や病害虫対策等の収益力向上

に向けた取組のさらなる徹底を図っていく。また，新規需要米については飼料用米や WCS

用稲，新市場開拓用米等により需要量に応じた生産を行っていく。 

大和町の水田農業を確立するため，水田をフルに活用した主食用米や麦，大豆，そば

等の畑作物をはじめ，加工用米等の米対応転作作物の作付拡大を図るとともに担い手育

成・農地集積をあわせて推進していく必要がある。 

 

２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

水田農業高収益化推進計画（大和町産地推進計画）により，ねぎ，ぶどう，にんにく

を推進品目に定め，取組を展開していく。町内全域でイノシシの生息が確認され，被害

が拡大している中で，比較的被害の少ないねぎ，にんにくを選択し団地化を図りながら

作付けを拡大していく。なお，にんにくについては，収穫後，加工して付加価値を付け

て販売することで収益力の向上を図る。ぶどうについては，吉田地区でワイナリー及び

レストランが稼働し，観光拠点となっていることから，付加価値の拡大に加え，収量の

増加を図りながら，取組者の増加も推進し，産地化を図っていく。 

 また，産地・実需協働プランにより，輸出等の新たな市場の開拓に向け，新市場開拓

用米等を積極的に普及・推進していく。 

 なお，麦・大豆等の転換作物については，麦・大豆産地生産性向上計画（宮城県大和

町産地）により，担い手への集積が急速に進む状況を踏まえ，効率的作業を可能とする

生産性の高い麦・大豆産地づくりを推進していく。 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

主食用米の需要の減少傾向が続くことが想定される中，農地の排水性の改善や集積等

に計画的に取り組むためにも，地域における効率的な土地利用にも配慮しつつ，畑作物

の本作化を進める必要がある。そのためには，地域で今後の農業のあり方等を積極的に



話し合うことが不可欠であり，米の消費量減衰や米価の下落等も考慮のうえで，水田の

まま維持し続けるか畑地や樹園地等にするかを決定して，収益力を維持していくことが

必要である。 

従って水田の利用状況（作付体系）を関係機関と情報共有しながら水田台帳や現地確

認等で，水稲（水張り）を組み入れない作付体系が数年以上定着し，畑作物のみを生産

し続けている水田がないか点検していく。 

令和５年度の点検の結果，収量向上・作業の効率化のため，排水対策や一時的な畦畔

の撤去等を行い，水稲以外の転作作物に特化した地域も多く，主食用米から麦・大豆・

そば等への転作を図っている。また，ほ場整備未実施地域では，揚水ポンプやため池を

水利としているほ場もあるが，修繕費用がかさみ，水田としての活用が困難となる可能

性が高いことから，畑地化を検討する必要がある。 

点検結果をもとに，地域における水稲作付水田と転換作物作付水田のブロックローテ

ーション体系の構築のための話し合いや，排水対策が重要なそば等で水稲とのブロック

ローテーションが不適当と判断されるほ場については畑地化支援を活用した畑地化の道

筋等を模索していく。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

消費者に信頼される米づくりを推進することとし，市場動向を見据えながら，売れる

米づくりを目指した需要に見合った品種への作付け誘導を図る。また，トレーサビリテ

ィを意識した肥培管理統一の推進や特別栽培米の作付面積を拡大し，高品質米としての

付加価値を高める取り組みを進めるとともにコスト削減・設備投資抑制に繋がる直播栽

培も併せて推進する。 

 

（２）備蓄米 

主要な需給調整の手段として安定的に活用できることから，継続的に維持・確保して

いく。 

 

（３）非主食用米 

主食用米は，今後，更に需要の減少が見込まれることから主食用米に代わる水田フル

活用作物として，米対応の転作作物である飼料用米や新市場開拓用米をはじめとした新

規需要米等の生産維持，拡大を推進する。 

  ア 飼料用米 

需給動向や取引価格を注視しながら，多収品種の導入を進める。 

  イ 米粉用米 

取り組みなし 

  ウ 新市場開拓用米 

今後大きな需要が見込まれる新たなマーケットを切り拓いていくことは極めて 

重要な課題となっており，主食用米から新市場開拓用米への転換を推進する。 

  エ WCS 用稲 

    畜産農家等実需者との結びつきが必要なことから，現状を維持しながら新たな 

需要拡大に向けた取組を推進する。 

  オ 加工用米 

    関係機関・団体と連携し，実需者への販路拡大を推進し，安定的な販路と需要 

量を確保するため，低コスト栽培の取組を支援する。 

 

（４）麦，大豆，飼料作物 



生産組織等による麦，大豆等の畑作物の集積を促進し，排水対策を徹底させることで，

高品質及び生産収量の増加を図る。 

また，町内での畜産振興を図る面からもイタリアンライグラス等の飼料作物を推進し，

産地交付金を活用し畜産振興地域を中心に集積により作付面積拡大に積極的に取り組む

ものとする。 

なお，土地利用型農業の収益性向上を図るためには，麦と大豆の組み合わせによる二

毛作により農地の高度利用の推進を図る。 

 

（５）そば，なたね 

 県内でも有数の作付けとなっているそばについては，地域の特産品として地産地消を

推し進める。収穫量，品質の確保を図るため排水対策の徹底や産地交付金を活用し作業

集積による生産性向上を図る。 

なたねについては取組なし。 

なお，土地利用型農業の収益性向上を図るためには，麦とそばの組み合わせによる二

毛作により農地の高度利用の推進を図る。ただし，混入事案をなくすため，麦とそばの

作付を行った次年は水稲作付を行う二年三作の取組や，ローテーションで圃場を変える

取組の推進を図る。 

 

（６）地力増進作物 

 転換作物が固定し，収量・品質が低下傾向にあるほ場において，小麦，大麦，えん麦，

ソルガム，イタリアンライグラス,ライ麦,ヒマワリ,レンゲ,マリーゴールド,ヘアリーベ

ッチ,クロタラリア,セスバニア,クリムゾンクローバー,アカクローバ,チャガラシ,スー

ダングラスの地力増進作物に取り組むことで，連作障害の回避や地力の向上を行い，各

地域の実情に合わせた次作（麦・大豆・そば・園芸作物）による産地形成を補強し，収

量・品質の向上を図る。  

 

（７）高収益作物 

 収益性の高い農業を目指し，園芸作物等について水田を活用した加工・業務用野菜など

土地利用型の園芸を推進し，団地化により農家所得の向上を図る。 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等  

６ 課題解決に向けた取組及び目標  

７ 産地交付金の活用方法の概要  
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